
 

 

平成２０年４月２１日 

 

 

中小ものづくり高度化法に基づく「特定研究開発等計画」の 

認定中小企業者が、１，０００社を突破しました。 

 

   
経済産業省中小企業庁では、ものづくり技術の高度化に取り組む中小企業に対し、中

小ものづくり高度化法に基づき、中小企業が作成した「特定研究開発等計画」を経済産

業大臣が認定し、様々な支援を行っています。 

この「特定研究開発等計画」の認定中小企業者が、平成１８年６月の法施行以来、平

成２０年３月末時点で１，０５９社となり、１，０００社を突破しましたのでお知らせ

します。なお、認定件数（累計）は６５３件です。 
 

 
１．特定研究開発等計画とは、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（平

成１８年法律第３３号）第４条第１項に基づき、中小企業者が作成する、自動車産

業、情報産業等の川下産業のニーズを踏まえた、鋳造やめっき等の特定ものづくり

基盤技術の高度化を図るための研究開発計画のことです。 
 
２．特定研究開発等計画を各経済産業局に申請して認定を受けると、中小企業金融公庫

の低利融資、中小企業信用保険法の特例、特許料等の軽減等の支援措置の対象とな

ります。 
 
３．なお、認定中小企業者に対する予算上の支援施策である「平成２０年度戦略的基盤

技術高度化支援事業」の公募を本日より開始します。公募の締切は、５月１６日（金）

です。事業概要及び公募要領等は、次のＵＲＬからご覧になれます。 
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/080122senryaku_koubo_yokoku.htm 

 

４．特定研究開発等計画の認定状況は、別紙のとおりです。 

 
（本発表資料のお問い合わせ先） 

 中小企業庁技術課 

  担当者：山下、山岡 

  電 話：０３－３５０１－１８１６（内線５３５１） 

 



○「指針」に基づいて、中小企業が（他の事業者と協
力して）自ら行う研究開発計画を策定。
→経済産業大臣が認定。
※６５３件、中小企業者１，０５９社を認定（平成２０年３月末現在）

○基盤技術２０分野を指定。
○川下産業（ユーザー）との協力、人材育成等「中
小企業が目指すべき技術開発の方向性」を取り
まとめ。※平成２０年２月に溶射技術を追加。

中小企業と川下大企業等が協力して行う研究開発プ
ロジェクトを資金面で重点支援。※平成１９年度、２１８件
の応募に対し、８９件を採択（平成１９年８月）。

１．モノ作り基盤技術の研究開発支援８８．０億円

技術高度化指針（技術別指針）の策定

研究開発計画の作成・認定

認定中小企業者への支援措置

認定計画実施に必要となる設備資金・運転資金に対し
低利融資等の金融支援を措置。
※中小公庫からの低利融資実績は、２０９件（平成２０年３月末
現在）。平成２０年度改正にて、融資の要件を緩和。

２．金融支援（信用保証の別枠化、政府系金融
機関の低利融資）、特許料等の軽減など

中小ものづくり高度化法の支援体系及び認定状況

組込みソフトウェア 7%
金型 14%

電子部品・デバイス実装
6%

粉末冶金 2%

溶射 0%

鍛造 4%
位置決め 5%

切削加工 13%

織染加工 3%

高機能化学合成 3%

熱処理 4%

鋳造 7%

部材結合 2%

プラスチック成形加工 4%

発酵 4% 真空維持 2%

金属プレス加工 9%

めっき 8%

溶接 3%

動力伝達 2%

＜特定研究開発等計画の分野別認定比率＞

＜特定研究開発等計画の地域別認定件数（６５３件）＞
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（別紙）


